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空き家の定期チェック

　空き家を定期的に管理して劣化を防ぎ、資産価値を維持することで、将来、所有者自身が住むこと
はもちろん、賃貸や売却することで他の人に提供する方法もあります。

　遠方のため、頻繁に点検を行うのが難しいなど、定期的に管理するのが難しい方のために、最近で
は空き家の管理を請け負うサービスを実施している会社も増えてきています。

空き家管理サービス

「特定空家等」

　平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」といいます）」が完全施行
されました。
　この法律では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等にあると
認められる空家等を「特定空家等」と定義しています。また、市町村長は特定空家等の所有者等に対
し、除却等の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導、勧告、命令、行政代
執行まで行えることを規定しています。

特定空家等とは以下の状態のことをいいます。

　空家法第14条では、市町村長は特定空家等の所有者等に対し、除却等の生活環境の保全を図るた
めに必要な措置をとるよう助言又は指導、勧告、命令、行政代執行を行うことができると規定されて
います。

空家法に基づく行政処分

通風・換気

建物の状態を確認 近隣への挨拶

庭木や雑草の状況確認 クレーム一時対応

敷地境界線をこえた
枝の剪定

浄化槽の臭い確認

ポストの確認
（広告物は廃棄、その他は
空き家所有者などに転送）

通水

室内の簡易清掃

玄関や窓の
施錠の確認

庭のゴミの
確認・処理

近隣へのご挨拶

草取り・庭木の剪定

郵便物整理

1.そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険
　となるおそれのある状態

2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害
　となるおそれのある状態

3.適切な管理が行われていないことにより
　著しく景観を損なっている状態

4.その他周辺の生活環境の
　保全を図るために
　放置することが不適切である状態

固定資産税における
住宅用地特例の解除（Ｐ11）

命令違反で最大
50万円以下の過料

※あくまで一例になりますので、
　詳細はサービス提供会社
　にご確認ください。

空
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行

■管理サービス内容（例）

■空家法に基づく行政処分の流れ

空家等対策の推進に関する特別措置法

２　適切な空き家管理

空き家管理
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空き家と相続トラブル

　国土交通省の調査によ
ると、使用目的が定まって
いない「その他の空き家」
のうち、その所有原因は約
6割が「相続」となってい
ます。

　登記簿上の所有者が何代も前の所有者のため、いざ空き家を処分しようとしても、関係する相続人
が非常に多人数になっている。誰が相続人なのかもよくわからないし、それぞれの意見をまとめるの
も非常に手間がかかる。

　空き家の相続トラブルを回避するため、下記の内容を検討しましょう。

　では、空き家がもたらす相続トラブルにはどういったものがあるのでしょうか？

相続トラブル回避のために

　空き家には生活していたときの家財等が多く残されている場合があります。早い段階で家財等を
処分しておくと、空き家の売却、賃貸、除却等がスムーズに進みます。

　不要な家財等を処分する際は、住宅のある市町のゴミ収集ル
ールに従って処分しましょう。また、一般廃棄物の収集・運搬は市
町の許可を受けた業者しか行えませんので、違法な廃品回収業
者に処分を依頼しないよう注意してください。許可業者かどうか
は、住宅のある市町にお問い合せください。

　香川県内では、空き家の家財等の処分費用に対して補助を行っている市町があります。
ぜひ参考にしてください。　
　※香川県空き家バンクに登録している物件が対象です。
　※補助制度を実施していない市町もありますのでご注意ください。

家財等の処分に関する補助制度について

■空き家を取得した経緯
　（「その他の住宅」に
　　分類される空き家）

（出典：国土交通省
　　　「令和元年空き家所有者実態調査」）

■新築した・新築を購入した
■新築の住宅を購入
■中古を購入した
■相続した
■無償で譲渡された
■不明・無回答 

相続した
58.7％

16.6％

12.3％

5.1％

3.7％

3.7％

■相続財産の確認
・不動産の登記簿確認
（所在、概要、登記名義人）
・その他の財産の確認

■家族会議を開く
・誰が何をどう相続するか
・実家の活用はどうするか
・誰が実家を管理するか

■相続人の調査
・戸籍による相続人調査

■遺言書等を準備する
・エンディングノート
・遺言書
・民事信託

　所有者が家屋の相続人を決めないままに亡くなってしまい、複数の共有名義になった。遺産の使い
道が決まらないため、長年放置されることになってしまった。

■ケース２　誰がこの家を継ぐのか

■ケース１　相続人が多すぎて処分できない

　空き家を相続したが、自身は県外に既に住居を構えているため、今後住む予定もない。遠方なので
管理もできないので放置していたら、どんどん家が傷んできた。

■ケース３　遠方で空き家を管理できない

家財等の処分の際の注意点

　空き家を処分する際によく問題になるのが、仏壇・神棚の整理についてです。そのまま処分するの
は精神的にも負担になりますが、正しい手順を踏めば、安心して処分することができます。

■仏壇
　宗派や地域によって方法が異なりますが、閉眼法要※を行えば、お寺や、仏
具店に引き取ってもらったり、自分で粗大ごみとして処分することが可能な
場合があります。菩提寺（代々帰依するお寺）があれば、まずはそこに相談す
るのがよいでしょう。
　※閉眼法要：故人の魂を納める役目を終えさせるための法要です。魂抜き
　　　　　　 とも呼ばれるもので、これを行うことにより、仏壇は木の入れ
　　　　　　   物へと戻ります。

■神棚
　神社によっては、神棚を納めたり、祈祷していただくなどの対応をしてく
れます。まずはお近くの神社にご相談ください。
　
　上記作業を請け負ってくれるサービス提供会社もありますので、ご確認く
ださい。

仏壇・神棚の整理

家財整理・処分

３　空き家と相続の関係

空き家の相続トラブル

家財等の処分補助に関する相談先 各市町担当窓口へ Ｐ２４～２５
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